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第１章 調査の全体概要 

 

本章では、調査の目的と調査概要、調査体制等を概説する。 

 

1.1 調査の背景と目的 

処分場等太陽光発電の導入促進に向けて、環境省では、平成 26～28年度の３カ年事業と

して「廃棄物処分場等への太陽光発電導入促進事業」をスタートした。「処分場等への太陽

光発電導入実現可能性調査」（以下「FS 調査」という。）は、そのうち調査段階にある処分

場等太陽光発電に対して支援を行うものであり、1)導入段階の事業への支援を行う「先進

的設置・維持管理技術導入実証補助事業」（以下「補助事業」という。）を活用可能な段階

に至るまで、強力な後押しを行うとともに、2)導入・運用ガイドラインの作成を目指す「廃

棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進方策等検討委託業務」に反映可能な有効な事業

手法や課題・解決策といった有用な知見等を抽出することが役割である。今年度は 3 カ年

事業の最終年に当たり、初年度の“「調査対象の選定の考え方」から「調査の具体的な方法

論」までの実現可能性の体系構築づくり・一通りの遂行”を踏まえ、事業化に向けた具体

な検討・取組み等を行い、事例集やガイドラインに掲載可能な優良事例を創り上げ、全国

の発電事業者・処分場管理者の事業実施に向けた意識を喚起することをミッションとする。 

本調査は、上記の FS 調査の役割・ミッションを踏まえ、太陽光発電の設置の検討を始め

た「小山最終処分場」について、当該処分場の管理者と連携して、発電見込量、事業採算

性、維持管理方法、CO2削減効果等の検討並びに概略設計等を行い、事業としての実現可能

性を調査・検討することを目的とする。 

併せて、処分場等への太陽光発電導入事業に関する課題・知見等を整理し、当該事業の

有効性を検証することにより、平成 28年度「廃棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進

方策等検討委託業務」において公表される導入・運用ガイドラインに反映可能な知見を抽

出することも目的の 1 つとする。 
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1.2 調査の概要 

（１）調査地全体のベースとなる検討項目・検討手法 

調査地全体のベースとなる検討項目・検討手法を表 1-1に示す。 

 

表 1-1 実現可能性調査の検討項目と具体的な検討手法 

検討項目 具体的な検討手法 

意義、必要性、目標 処分場等管理者や検討会での意見を踏まえて意義等を設定する。 

導入位置、面積、発電最大出力、

年間発電電力見込量 

処分場等の埋設物による設置に関する制約条件や樹林や建物等に

よる日影を考慮したうえで発電量を算出する。 

システム(架台等を含む)概略設

計、概略施工計画 

掘削不要型の架台の採用を基本とし、設備認定に必要なレベルを

満たした設計及び施工計画を行う。CO2排出最小化にも留意する。 

発電した電気の活用方法 

全量売電を基本するが、必要に応じて処分場内施設での利用や地

域貢献方策等も検討する。対象地域内に電力供給を行う新電力会

社（PPS）がある場合には、処分場太陽光で発電した電力の需要を

調査する。 

概算事業費 
発電事業者である代表提案者（国際航業）が有する実績値等を基

にした価格（実態価格）による積算を行う。 

資金計画 H25～27 業務で実施した事業採算性の定量化をベースに、実態価

格に基づくキャッシュフローを作成。補助事業の活用の有無によ

る採算性の違いも比較する。 事業採算性 

維持管理による発電への影響予測

及びその対策 
沈下や発生ガスの影響などの条件の違いによる資金調達コストや

保険料率の上昇について検討する。 廃棄物の自重による沈下に伴う発

電の不安定化についての対策 

モニタリング方法（項目、導入機

器等） 

既存のモニタリング項目に追加すべき項目及びその方法を検討す

る。 

CO2削減効果 

H25※業務で実施した LCA の方法をベースに、系統電力と比較した

削減効果について、処分場等管理者、発電事業者等であっても容

易に算定可能な方法を検討する。 

地域住民との合意形成の方法等 

対象地の地域特性を考慮のうえ短中長期的な視点で方法を検討す

る。必要に応じて反射光の影響調査（太陽光軌道解析を応用した

時刻別分析）を行う。 

関係法令・制度 
H25～27 業務で収集した関連法制度等をもとに、必要な手続き等

を整理する。 

従前の計画等で変更が必要となる

項目とその可能性 

既存の跡地利用計画もしくは過去の住民説明会等での意見・要望

等を整理し、然るべき対応を検討する。 

必要な事務手続き等 
系統接続に関しては、可能な限り電力会社へ事前協議及び経済産

業省への設備認定の申請支援を行う。 

※環境省「平成 25 年度廃棄物処理システムにおける創エネルギーポテンシャル調査委託業務」 
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（２）調査地ごとの特徴・課題に応じた検討内容の整理に当たっての基本的な考え方 

各調査地の特徴や課題を踏まえ、表 1-1の検討項目の中から、調査地ごとの検討項目を

整理した。整理に当たっての基本的な考え方を以下に示す。 

１）「処分場等における太陽光発電に固有の課題に関する検討事項」、「環境省ガイドライ

ンの作成に向けて有用な知見が得られると期待される検討事項」を優先する。 

①廃棄物処分場の機能維持に関する視点（発生ガスや浸出水への影響等） 

②太陽光発電事業の事業継続に関する視点（地盤沈下による発電量の減少等） 

③地域との合意形成に関する視点（地域へのメリット等） 

２）別途、実施設計業務が進行中の場合は、実施設計で対応すべき事項は除外する。 

 

 

（３）長塚埋没処分地の特徴・課題等とそれに応じた重点検討内容 

調査にあたって、電話ヒアリング及び打合せを踏まえ小山最終処分場（三重県環境保全

事業団（以下、MECと称する。））FS調査における重点検討内容の絞込みを行った。重点検

討内容一覧を表 1-2に示す。 

表 1-2  MEC FS調査における重点検討内容一覧 

No. 重点検討内容 概要 

１ 発電した電気の処分

場内施設での利用や

地域貢献策の検討 

発電した電気を処分場内施設（管理棟、水処理施設等）の稼

働エネルギーとして活用することを検討する。また、災害時

には処分場敷地内に併設する「いこいの広場（防災拠点）」へ

電気を供給する、非常用電源としての機能を検討する。 

２ 系統接続の可能性の

検討 

近年、全国的に太陽光発電事業が急激に増加し、系統に接続

できないエリアが多くなっていることから、本処分場におい

て太陽光事業を実施した場合に、系統に接続可能かどうかを

検討する必要がある。具体的には、中部電力に対して系統接

続の事前相談及び接続検討申込を行い系統接続の可否を確認

する。 
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以上を踏まえた MEC FS調査の検討フローと MEC への協力要請事項を図 1-1に示す。 

検討フロー MECへの協力要請事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1  MEC FS調査の検討フローと市への協力要請事項 

 

1.3 調査の実施体制 

本調査は平成 28年度環境省委託業務として、国際航業株式会社、株式会社エックス都市

研究所、株式会社東洋設計、公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団の４社による共同実施体

制によって実施した。実施体制図を図 1-2に示す。 

４社による共同実施体制

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

代表提案者：国際航業（株）

業務役割：業務統括、処分場等への太陽光発電導入実現可能性調査、先進的設置・維

持管理技術導入実証補助の工程・品質管理支援、処分場等太陽光発電事業

に要する付加的なコストの検証、処分場等への太陽光発電導入に係る課題

整理及び解決策の検討・提案

委託

共同提案者：（株）東洋設計

業務役割：処分場等への太陽光発電導入実

現可能性調査、先進的設置・維

持管理技術導入実証補助の工

程・品質管理支援、処分場等太

陽光発電事業に要する付加的な

コストの検証

共同提案者：（株）エックス都市研究所

業務役割：処分場等への太陽光発電導入実現可能性調査（実現可能性調査の検討事

項・手法の整理等）、先進的設置・維持管理技術導入実証補助の工程・品

質管理支援、処分場等への太陽光発電導入に係る課題整理及び解決策の検

討・提案

共同提案者：（公財）廃棄物・３Ｒ

研究財団

業務役割：実現可能性調査の検討事項・手

法の整理(関連法令・制度等)

 

図 1-2 本調査の執行体制図 

①意義、必要性、目標の設定 

②システム（架台等を含む）概略設計と概略施工計画の実施 

⑤概算事業

費の積算 

⑦ＣＯ２削

減効果の

算定 

⑥事業採算

性の検討 

⑧地域住民との合意形成の方法等 

ヒアリングへの協力 

図面等の提供 

⑩系統接続の可能性の検討 

調査結果の照査 

（最終報告） 

打合せ（中間報告） 

⑨関係法令・制度 

⑪調査結果の取りまとめ 

③発電した電気の活

用方法の検討 
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第２章 事業諸元の設定 

 

本章では、太陽光の導入地及び事業の意義･目標等の設定、周辺環境情報の収集･整理に

関する検討結果を概説する。 

 

2.1 太陽光の導入地の設定 

太陽光の導入地は「小山最終処分場」とした。導入地の概要を表 2-1、図面を図 2-1に示

す。 

＜処分場の特徴＞ 

○処分場は概ね安定化しており沈下は少ない。また、浸出水の水質にも問題は生じて

いない。一方で発生ガスのデータが整備されておらず、今後廃止に向けて継続的な

計測が必要とされている。 

○処分場の一部（A 区画）には新設処分場建設時に発生した山土が仮置きされている。

この仮置土は埋立期間中の中間覆土や土えん堤等に利用されており、全て利用され

るのに約２年を見込んでいる。 

 

表 2-1 太陽光の導入地の概要 

管理者 一般財団法人 三重県環境保全事業団 

所在地 三重県四日市市小山 3234-1 

処分場等の種類 産業廃棄物最終処分場（管理型） 

被覆施設の面積

(㎡) 
約 148,000 ㎡ 

設置時期 1988年 

埋立開始時期 1988年 11月 

処分場の状況 埋立終了 埋立完了時期 2010年４月 

埋立内容物 

汚泥：80％ 

廃プラ：10％ 

鉱さい,ｶﾞﾗｽ等：10％ 

破砕の有無 無 

破砕後のサイズ － 覆土厚 100cm 

遮水工の有無 有 遮水工の種類 表面遮水,不透水性地層 

構造基準･維持管

理基準･処理基準

(処分基準)への

適合 

適合   
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図 2-1 処分場の図面及び現地写真 

A 区画

43,138 ㎡ 

B 区画

18,937 ㎡ 



 

巻末資料 3-7 

 

2.2 事業の意義･目標等の設定 

上記 2.1を踏まえ、事業の意義･目標等を以下のとおり設定した。 

＜事業の意義･目標等＞ 

○敷地内ではこれまでに、“防災公園の設置運営”や“ホタル生息場の復元”等、地域貢

献に力を入れて取り組んできている。処分場太陽光発電事業は一部を非常用電源や緊

急時の電力供給に用いることで地域貢献策のひとつとなる。今後、処分場と地域の共

生を考える際のひとつのモデルとなることを目指す。 

○ＭＥＣが発電事業者となるビジネスモデルを目指す。 

 

2.3 周辺環境情報の収集･整理 

 小山最終処分場は市街地から約４km 離れた小山町の台地上に位置している。敷地内には現

在埋立中の新小山先集処分場があり、処分場の南東側には、四日市市南部埋立処分場が隣接し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 処分場の周辺地図 

出典：国土交通省 地理院地図（https://maps.gsi.go.jp/）より 

四日市市南部埋立処分場 

小山最終処分場 

新小山最終処分場 

（埋立中） 
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最近隣民家は処分場から東側に 280m離れた場所に位置している。敷地内は木々に囲まれ

ており、東側の民家から当該処分場を見渡すことはできない。また、処分場の南側にも民

家が存在するが、処分場の方が高台に位置しているため、パネルの設置による光害などの

景観への影響はないものと考えられる。 

 

 

 

 

 

図 2-3 近隣民家と処分場の位置関係 

 

近隣民家 

約 800m 

近隣民家 

約 280m 
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第３章 施設計画 

 

本章では、太陽光発電設備の設計条件、概略設計、年間発電電力見込量の算出、架台･基

礎の概略設計、その他の検討等の結果を概説する。 

 

3.1 太陽光発電設備の設計条件 

太陽光発電設備の設計条件は以下のとおり。 

 

＜太陽光発電設備の設計条件＞ 

○導入位置： 小山最終処分場 

○方位角 ： 南 0度 

○傾斜角 ： 10度 

○パネル間の距離：冬至に 6時間日照を確保できる距離、周囲のメンテナンス通路幅：５m 

○ガス管を避けてパネルを配置 

 

3.2 太陽光発電設備の概略設計 

上述 3.1 を踏まえ太陽光発電設備の概略設計を行った。太陽光発電設備の概要を表 3-1

に、設計図面を図 3-1に示す。概略設計の結果、導入面積は合計約 62,075㎡、発電最大出

力は最大 5,685kWと想定された。なお、系統接続にあたり高圧連系の場合は出力が 2,000kW

以下である必要があることから、ここでは発電所を第１発電所～第３発電所に区分してい

る。 

表 3-1 太陽光発電設備の概要 

 第１発電所 第２発電所 第３発電所 合計 

敷地面積 約 43,138 ㎡ 約 18,937 ㎡ 約 62,075㎡ 

フェンス内面積 約 14,036 ㎡ 約 28,526 ㎡ 約 18,630 ㎡ 約 61,192 ㎡ 

フェンス長 約 481ｍ 約 667ｍ 約 556ｍ 約 1,704ｍ 

太 陽 光 パ ネ ル

（単体） 
265W/枚 265W/枚 265W/枚 

- 

太陽光パネル 

総量 

1,280kW 

（4,830 枚） 

2,620kW 

（9,885 枚） 

1,785kW 

（6,735 枚） 

5,685kW 

（21,450枚） 

パワーコンデ

ィショナ 

1,000kW 

（500kW×２台） 

1,990kW 

（500kW×３台

+490kW×１台） 

1,500kW 

（500kW×３台） 
- 
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図 3-1 太陽光発電設備の設計図 
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3.3 年間発電電力見込量の算出 

発電電力見込量は下式により算出した。 

年間発電電力見込量（kWh/年）  

＝発電最大出力（kW）×日射量（kWh/㎡・日）×365日×総合設計係数※１  

÷標準日射強度※２（kW/㎡） 

※１  総合設計係数とは、直流補正係数、温度補正係数、インバータ効率、配線損失等を考慮した値

であり、「大規模太陽光発電設備導入の手引書」（NEDO／平成 23 年 3 月）では 0.65～0.8 程度

としている。参考までに JIS C 8907:2005 太陽光発電システムの発電電力量推定方法より、以

下の値と式を用いて算出したところ 0.80 となる。また、「平成 29 年度以降の調達価格等に関

する意見」（調達価格等算定委員会）によると平成 29年度の調達価格の算定においては、設備

利用率は昨年度の 14％から 15.1％に上昇したものを採用されていることから、本検討では、

初年度の総合設計係数を 0.86（0.80×15.1/14=0.86）とし、年ごとの減水率を 0.5％見込むも

のとした。 

     KHD：日射量年変動補正係数 0.97    KPD：経時変化補正係数 0.95  

     KPA：アレイ回路補正係数 0.97      KPM：アレイ負荷整合補正係数 0.94  

     ηINO： インバータ実効効率 0.95  

総合設計係数＝KHD×KPD×KPA×KPM×ηINO 

＝0.97×0.95×0.97×0.94×0.9＝0.8  

※２  地球大気に入射する直達太陽光が通過する路程の、標準状態の大気に垂直に入射した場合の路

程に対する比をエアマス（AM）という。AM1.5 のときの日射強度を標準日射強度といい、1kW/

㎡となる。 

 

導入地の日射量、気温及び上式により算出された発電電力見込量を以下に示す。 

○日射量：年平均 3.87kWh/㎡・日  （NEDO MONSOLA-11 観測地点：四日市市より） 

○気温  ：年平均 16.5℃  

○年間発電電力見込量（初年度）： 第一発電所 1,554,935 kWh 

                 第二発電所 3,182,758 kWh 

                     第三発電所 2,168,406 kWh 

                                合計    6,906,099 kWh 
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3.4 架台・基礎の概略設計 

架台・基礎の種類・置き方は、①コスト、②環境影響の２つの観点から検討することと

した。検討結果を表 3-2に示す。 

小山最終処分場の場合、利用可能な覆土は 100cm 程度であり、埋立物への影響を考慮す

るとスクリュー基礎と FX鋼管基礎は使用困難と考えられる。そのため、コンクリート架台

の中でも比較的コストの安い「コンクリート架台・基礎（単独）」が適していると考えられ

る。 

表 3-2 架台・基礎の種類・置き方に関する検討結果 

架台・基礎 概要 
コスト（例） 

（1kWあたり、工事費込） 
環境影響 

スクリュー杭基礎 

 
 

スクリュー杭を

打込む工法。使用

後は有価物とし

て売却可能。 

1.5～2.5万円 

（国際航業㈱実績よ

り） 

地面への荷重あり 

（覆土を突き破る可

能性） 

FX鋼管基礎 

 
 

鋼管を打込む工

法。使用後は、有

価物として売却

可能。比較的浅い

打込みで強度を

確保できる。 

約 2.5万円 

（㈱トーエネック実

績より） 

地面への荷重あり 

（覆土を突き破る可

能性） 

コンクリート架台・基礎（連結） 

 
 

現場で型枠設置、

鉄筋組立、コンク

リート打設を行

う工法。基礎は全

体として連続し

ている。最も一般

的な構造。 

2.5～3.5万円 

（国際航業㈱実績よ

り） 

地面への荷重大 

コンクリート架台・基礎（単独） 

 
 

施工手順は上記

連結と同じ。各基

礎は独立した凸

型の形状をした

構造。 

1.5～2.5万円 

（発電事業者ヒアリ

ング結果より） 

地面への荷重やや大 
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第４章 概略施工計画 

 

本章では、太陽光発電設備等の施工計画、工事工程表等に関する検討結果を概説する。 

 

4.1 太陽光発電設備等の施工計画 

第 3章に示した検討結果を踏まえ、太陽光発電設備等の施工の項目を表 4-1に示す。 

 

表 4-1  施工項目 

施工項目 内容 

造成・整地 太陽光パネルを設置する場所の造成、整地が必要な場合に実施。 

基礎工事 コンクリート基礎の搬入、設置。 

架台組立 架台の搬入、組立を行う。 

太陽光パネル設置 太陽光パネルの搬入、架台の取り付けを行う。 

電気工事 引込内線工事、埋設管路工事、キュービクルの設置、パワーコンディ

ショナの取り付け、配線工事、鉛管監視システムの設置を行う。 

電力会社側工事 配線増強工事、電力会社供給用メーターの設置等を行う。 

検査 太陽光パネル取付検査、施主検査、絶縁抵抗測定を行う。 

運転開始 電力会社立会いのもと、システムの連系運転を開始する。 

 

また、施工において留意することが望ましい事項を以下に示す。  

＜施工上の留意事項＞  

○墜落災害、車両災害、火災災害、第三者災害等、事前に予想される災害の防止  

○工事の PR、作業場所周辺への環境対策、騒音対策、地元住民への配慮、苦情等の対策  

○電力使用量の節減、事務用紙購入枚数の削減、古紙リサイクル率の向上、産業廃棄物

リサイクル率の向上等、環境への配慮  

○工程管理  

○品質管理 
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4.2 工事工程表 

施工計画を踏まえ工事工程表（案）を表 4-2のとおり作成した。想定施工期間は、約 13

ヶ月となった。なお、電力会社側工事については中部電力への接続検討申込の回答により

実際に必要となる工事期間が判明するため、実際の工期はこれよりも短縮される可能性が

ある。 

 

表 4-2 工事工程表（案） 

日程（ヶ月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

土木 

工事 

造成・整地              

基礎工事              

架台組立              

太陽光パネル設置              

電気工事              

電力会社側工事※              

検査              

運転開始             ● 

※中部電力への接続検討申込の回答により、実際に必要となる工事期間が判明する。 

 

 

4.3 系統接続の可能性の検討 

 中部電力に対して系統接続の事前相談を行い系統接続の可否を確認した。その結果、近

隣の連系ポイントにおいて高圧連系（6.6kV）約 4,500kW分の空き容量が確認された（H28.11

時点）。 
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第５章 発電した電気の活用方法の検討 

 

本章では、既存事例調査、本事業に求められる条件、本事業に相応しいと考えられる事

業スキーム（案）等に関する検討結果を概説する。 

 

5.1 事業スキームの例 

 平成 26年度調査結果から整理したニーズを踏まえ有望と考えられる事業スキームを整理

した結果を表 5-1に示す。 

 

 

・環境政策や市民ファンドを通じて地域に収益・メリットを地域還元したい 

・災害時に利用できる蓄電池をしたい 

・（自治体が）事業者となって事業を実施したい。 

・税収入の増加につながる施策としたい。 

・初期投資の負担をなるべく軽くした事業としたい。 

・発電した電気を処分場維持管理施設内で利用し、費用負担を軽減したい。 

・地域ぐるみで「責任・役割」と「収益還元」を公平に分配できる事業実施体制ができな

いか。 

・電気事業法の改正を活かした地域内自家消費の事業ができないか。 

 

表 5-1 有望と考えられる事業スキームの例 

事業 
ｽｷｰﾑ
No 

基本とな
る事業ス
キーム 

付加することが
適当と考えられ
るオプション 

事業スキームの名称 選定理由 

SC1 民間主導
型 

民間主導型 民間主導事業スキ
ーム 

管理者が土地を提供して民間事業
者が事業を推進する。 

SC2 売電収益の一部
を地域に還元 

売電収益地域還元
スキーム 

一般的な太陽光事業では民間事業
者が市民ファンドや基金設立によ
り地域に売電収益を事例が増えて
いる。 

SC3 災害時に電力の
一部を防災拠点
に供給 

災害時対応スキー
ム 

既存事例では災害対策の面から地
域に貢献する事例が多く見られ有
効な事業スキームと考えられる。 

SC4 公共主導
型 

電力の一部を処
分場及び関連施
設で使用 

処分場施設内電力
利用スキーム 

処分場機能の維持管理施設の費用
負担の軽減に役立つことから自治
体にニーズがあると推測される。 

SC5 電力を地域の公
共施設や地域家
庭へ供給 

電力地域供給スキ
ーム 

地域のエネルギー自給率向上及び
災害対策の面から今後ニーズが高
まることが予想される。 

SC6 公民連携
型 

上下分離スキー
ム 
 

上下分離スキーム 土地の整備・管理を公共、発電事業
を民間事業者が請け負うことによ
りリスク分担が図られる。 

 

＜平成 26年度調査結果から整理したニーズ（抜粋）＞ 
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5.2 本事業の事業スキームに求められる条件 

ＭＥＣと協議を行い、本 FS調査における事業スキームに求められる条件を以下に整理し

た。 

＜事業スキームに求められる条件＞ 

１．ＭＥＣが事業者となること 

２．太陽光発電事業により地域貢献ができること 

３．発電した電気を水処理施設で利用すること 

 

5.3 本事業において検討対象とした事業スキーム 

 5.2を踏まえ、本事業において検討対象とする事業スキームを設定した。事業スキームと

その概要を表 5-2に示す。 

表 5-2 検討対象とした事業スキームの概要 

事業スキーム 概要 

A 

ＭＥＣ主導型による一般送

配電事業者への売電スキー

ム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＥＣが事業主体となり、資金調達や事業計画等を行

い、FITを活用して売電により収入を得る事業スキーム。 

B 

ＭＥＣ主導型による一般送

配電事業者への売電（災害対

応）スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＥＣが事業主体となり、通常時には FIT を活用して売

電を行うが、災害時には処分場敷地内に併設する「いこ

いの広場（防災拠点）」へ電気を供給する事業スキーム。 



 

巻末資料 3-17 

 

C 
処分場施設内電力利用スキ

ーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電した電気を敷地内の管理棟と水処理施設の電力と

して活用する事業スキーム。 

 

※再生可能エネルギーの固定買取価格制度を活用し

て 10kW以上の太陽光発電事業を行う場合には、全

量売電が必須となり、余剰売電を行うことができ

ない。本スキームは系統接続とは独立して発電し

た電気を敷地内の管理棟と水処理施設の電力とし

て活用するものである。 
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第６章 概算事業費の算定と事業採算性の検討 

 

本章では、概算事業費の算定、事業採算性の検討等の結果を概説する。 

 

6.1 概算事業費の算定 

（１）売電単価の設定 

事業採算性を重視した全量売電を前提とした。売電単価は平成 29年度の調達価格※1を使

用することとした。なお、調達価格は毎年見直され、年度末に次年度の価格が決定される。

非住宅用（10kW以上）調達価格を表 6-1に示す。  

※1調達価格とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23年

法律第 108号）第 3条の調達価格のこと。 

 

表 6-1 非住宅用（10kW以上）調達価格 

項目 平成 29年度 

調達価格（税抜） 21円/kWh 

調達期間 20年 

出典：「平成 29年度調達価格及び調達期間に関する意見」,経済産業省調達価格等算定委員会 

 

（２）資金計画 

資金調達は、事業性を比較するため、代表実施者（国際航業（株））の実績値を基により

一般的な比率として、基本的に建設コストの 75％を金融機関より借入れ、自己資金 25％と

設定した。 

 

（３）事業採算性の評価条件の設定 

事業採算性の評価には、一般的に投資事業の判断指標で用いられる IRR（内部収益率）※2

を用いる。指標の定義と事業化の一般的な目安を表 6-2に示す。 

※2 IRR（Internal Rate of Return）とは、投資に対する利回り（収益性）を表すもので、投資プロ

ジェクトの正味現在価値（NPV）がゼロとなる割引率のことをいう。投資によって得られると見込

まれる利回りと、本来得るべき利回りを比較し、その大小により判断する。 
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表 6-2 評価指標の定義と事業化の一般的な目安 

指標名称 指標の定義 
事業化の 

一般的な目安 

PIRR 

 

Project Internal Rate of Return：プロジェクト IRR 

投資額を資本金+借入金（全投資額）、キャッシュフロー

として融資に対する返済額を含まないフリーキャッシュ

フローを用いて算出する内部収益率。 

投資額＝Σ(n年後のﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ/(1+R)n) R：PIRR 

4～8％以上 

EIRR 

 

Equity Internal Rate of Return：配当 IRR 

投資事業を純粋な株式投資と見立てた場合の指標。投資

額を自己資本（資本金+株主融資）、キャッシュフローを当

期余剰金として算定する内部収益率。 

投資額＝Σ(n年後の当期余剰金/(1+R)n) R：EIRR 

8～10％以上 

DSCR 

 

Debt Service Coverage Ratio：元利金返済カバー率 

融資機関から見た、返済される金額に対してどれくらい

の余裕があるかをチェックする指標。 

DSCR=(返済前のキャッシュフロー)/返済額（元利金） 

1.30～1.50 

以上 

 

図 6-1 IRRの概念図 
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（４）各コストの設定 

事業採算性を把握するためには、建設コスト、系統連系工事負担金、その他開発コスト、

運営管理費、借入金利、保険料、パワーコンディショナ交換費用、施設撤去費を設定する

必要があり、表 6-3のとおり各コストを設定した。 

表 6-3 各コストの設定 

建設 

コスト 

※設定前提 

・調達価格等算定委員会では、24.4 万円/kW（税抜き）という調達

価格を算出している。しかしながら本値は各候補地の特徴や建設

コストの実情と乖離があることから、本報告では、EPC 業者への

ヒアリングや実績ベースでの単価を設定することとする。 

・太陽光モジュールについては、実績のある国産メーカー製を採用

することとする。 

小山最終 

処分場 

・基礎は現場打ちコンクリート orコンクリート式連続ゲタ基礎を採

用する。 

・以上の条件を考慮し、以下の通り建設コストを設定した。 

650kW    23.0万円/kW 

2,620kW   19.0万円/kW 

 5,684kW   18.0 万円/kW 

※上記の金額には系統連系工事負担金を含まない。 

系統連系工事 

負担金 

・【高圧連系】連系候補地への距離・連系希望系統の空き状況によ

り大きく異なるが、本業務では調達価格等算定委員会の 1.35万円

/kWと設定した。 

・【特別高圧連系】電力広域的運営推進機関「送変電設備の標準的

な単価の公表について,H28.3」の資料を参考に、昇圧器や送電線

の距離を考慮し、248,237,375 円と設定した。 

(設定に用いた前提条件) 

１）430V→6,600V 昇圧器 ：0.10 億円/台 

２）6,600V→66,000V 昇圧器：1.00億円/台 

３）送電線・鉄塔     ：2.05億円/km 

（連系ポイントまでの距離は 300mを想定） 

４）１）～３）の他、事業者ヒアリングによりその他必要工事費を

13,500 円/kWと設定。 
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その他開発 

コスト 

・現地調査費用、設計費用、系統連系協議費用（高圧のみ）、法令

許認可確認作業、地域貢献費用等の太陽光発電設備の開発のため

に必要な費用※をいう。 

※地域貢献の一貫として用いられる自立運転機能付きパワーコンディショナ

（10kW以上）にかかる追加費用や、発電量等の表示パネル等の整備のこと。自

立運転機能付きパワーコンディショナは、自立運転機能のないものと比較する

と 2～3割程度割高になるため、そのコスト増加分を追加費用としてみている。 

・当該コストは規模に比例して費用が嵩むことから、建設コストの

5％と設定した。なお、調達価格等算定委員会では、詳細なコスト

項目を積み上げていないため、より実態的なコストとするために

国際航業(株)の調査によって費用を設定した。 

運営管理費 

（修繕費） 

昨年度の調達価格等算定委員会が算出した値が概ね必要コスト通り

と見込まれることから、建設コストの 0.84％/年と設定した。 

借入金利 

・借入金利は事業者の業績や担保の有無、これまでの金融機関との

取引状況により大きく異なるため、ここでは発電設備以外の担保

を設定しない条件で、金融機関との取引履歴が少ないことを想定

し、日本政策金融公庫の基準利率を参考にし、年利 2. 0％（借入

期間 15年）と設定した。 

保険料 

・一般的に保険料は建設コストに応じて比率で算出することが多い。

数箇所の発電事業における保険料実績から、建設コストの 0.25％

/年と設定した。 

・当該保険料は火災保険（建物に起因する火災により被害を受けた

場合、調達価格の 100％の保険が受けられる）、利益保証保険（売

電収入の 3ヶ月分）、損害賠償保険（5 億円/対人、5億円/対物）

が含まれている。 

パワーコンディショナ

交換費用 

・パワーコンディショナは 10 年程度が寿命といわれており、20 年

の売電事業期間中に一度入替え、若しくはオーバーホールをする

必要があることから、1 年目～10年目までの間 11年目の入替え費

用を毎年積立計算する条件とした。 

・オーバーホールをするより入れ替えの作業に費用がかかるため、

本費用設定においてはオーバーホールをする場合の現在の一般的

なパワーコンディショナ費用である 2万円/kW・年とした。 

施設撤去費用 

・事業終了後、施設を撤去することを想定し、パワーコンディショ

ナ交換費用積立終了後の 11 年目～20年目までの間、毎年撤去費

用を積立計上する条件とした。 

・費用設定においては、昨年度の調達価格等算定委員会の根拠とし

て用いられた建設費の 5％を必要撤去費用とし、当該費用を 10年

間で分割積立する計算とした。 
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これら各コストの設定を踏まえ、表 6-4 に事業スキーム別のコストを整理した。今後の

仮置土の利用状況を考慮し、A：ＭＥＣ主導型による一般送配電事業者への売電スキームで

は 650kW（A-1）、2,620kW（A-2）、5,684kW（A-3）の規模別に試算を行った。なお、処分

場施設内電力利用スキーム（C）は 6.3項において別途検討した。 

 

表 6-4 事業スキームの初期投資、維持管理費、その他費用の一覧 

 

A-1 

ＭＥＣ主導型

による一般送

配電事業者へ

の売電スキー

ム 

A-2 

ＭＥＣ主導型

による一般送

配電事業者へ

の売電スキー

ム 

A-3 

ＭＥＣ主導型

による一般送

配電事業者へ

の売電スキー

ム 

B 

ＭＥＣ主導型

による一般送

配電事業者へ

の売電（災害

対応）スキー

ム 

設備容量 650kW 2,620kW 5,684kW 2,620kW 

系統連系 高圧 高圧 特別高圧 高圧 

初期 

投資 

建設コスト 23 万円/kW 19 万円/kW 18 万円/kW 19 万円/kW 

系統連系工事負担金 1.35万円/kW 1.35万円/kW 248,237,375 円 1.35万円/kW 

その他開発コスト 建設コストの 5％ 

維持 

管理費 

修繕費 建設コストの 0.84％ 

借入金利・借入期間 ２％・15 年 

保険料 建設コストの 0.25％ 

その他 

パワーコンディショ

ナ交換積立 

（前半 10年のみ） 

２万円/kW 

施設撤去費用 

（後半 10年のみ） 
建設コストの 5％ 

可動式蓄電池※ － － － 180万円 

自立運転機能付きパ

ワーコンディショナ

及びコンセント盤費

用 

－ － － 200万円 

※可動式蓄電池「パワーイレ・スリー」蓄電池容量 2.5kWh×２台（90万円/台）を非常時

に備えて設置することを想定。 
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6.2 事業性試算結果 

 事業スキーム別の事業性試算結果を表 6-5に、それぞれのシミュレーション結果を図 6-2

～5 に示す。PIRR に着目すると、A-2 スキーム（2,620kW）の場合に最もよく、6.90％であ

った。A-1 スキーム（650kW）では目安となる５％を下回る結果となったが、それ以外のス

キームでは全て 5％を上回っていた。また、Bスキーム（災害対応）の方策を実施する場合

においても PIRR＝6.80％となり、事業が成り立つことが示された。 

 

表 6-5 基本事業スキームの事業性試算結果 

 A-1（図 6-2） A-2（図 6-3） A-3（図 6-4） B（図 6-5） 

ＭＥＣ主導型

による一般送

配電事業者へ

の売電スキー

ム 

ＭＥＣ主導型に

よる一般送配電

事業者への売電

スキーム 

ＭＥＣ主導型に

よる一般送配電

事業者への売電

スキーム 

ＭＥＣ主導型に

よる一般送配電

事業者への売電

（災害対応）ス

キーム 

設備容量 650kW 2,620kW 5,684kW 2,620kW 

初期投資 165,750,000 円 557,958,825 円 1,322,560,625 円 560,058,825 円 

初
期
投
資
内
訳 

建設コスト 149,500,000 円 497,709,750 円 1,023,165,000 円 
499,709,750 円 
（自立運転機能付き PC 費用

200 万円を含む） 

系統連系工事負担金 8,775,000 円 35,370,000 円 248,237,375 円 35,370,000 円 

その他開発コスト 7,475,000 円 24,879,075 円 51,158,250 円 24,979,075 円 

年間の修繕費 1,255,800 円 4,180,762 円 8,594,586 円 
4,917,562 円 

（可動式蓄電池導入のため

初年度のみ 5,997,562 円） 

年間の保険料 373,750 円 1,244,274 円 2,557,913 円 1,249,274 円 

年間の売電収入 

15,006,642 円 

～ 

16,581,924 円 

60,477,343円 

～ 

66,825,793 円 

137,482,275 円 

～ 

151,914,116 円 

60,477,343 円 

～ 

66,825,793 円 

20 年間の売電収入 315,885,660 円 1,273,031,364 円 2,893,963,918 円 1,273,031,364 円 

投資回収年 
（初期投資÷（年間の売電収入－年間修

繕費、保険料）） 
11.1年 9.2年 9.5年 9.3年 

税引前 PIRR 4.27% 6.90% 5.89% 6.80％ 

EIRR 3.65% 8.26% 6.91% 8.08％ 

FCF平均額※ 3,497,150 円 18,267,443 円 38,889,042 円 18,128,853 円 

※FCF：営業利益に税金、返済金、利息、減価償却費、その他積立金の増減を加味した年間

の純現金収支のこと。 
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図 6-2 収支シミュレーション結果: A-1スキーム（650kW） 
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図 6-3 収支シミュレーション結果: A-2スキーム（2,620kW） 
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図 6-4 収支シミュレーション結果: A-3スキーム（5,684kW） 
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図 6-4 収支シミュレ-ション結果 B:（災害対応)スキーム（2,620kW） 
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6.3 処分場施設内電力利用スキームの検討 

（１）自家消費用太陽光発電設備の設定 

 ＭＥＣから入手した過去３年間における管理棟と水処理施設の電力使用量実績を表 6-6

に示す。H27 における管理棟の年間電力使用量は 67,716kWh/年、水処理施設の年間電力使

用量は 385,424kWh/年であった。これらの施設では年間約 7,778,000円の電力費用が発生し

ていると推計される（中部電力高圧業務用電力及び高圧プラン（L）の電力料金をもとに推

計）。 

 年間電力使用量の 110％を満たす太陽光発電所を想定すると、出力規模は 450kWとなった。

結果を表 6-7 に示す。また、昼間電力のピークカット用に蓄電池の導入を検討した結果、

１日２時間のピークカット（508,518 kWh/年÷365日×（2/24時間）≒116kWh）を想定した

場合には、容量 120kWhの蓄電池が適当と考えられた。 

 

表 6-6 管理棟と水処理施設の電力使用量実績（単位：kWh） 

年 月 管理棟 水処理施設 合計 

2015.04 5,795  38,951 44,746 

2015.05 4,488  35,680 40,168 

2015.06 4,599  40,000 44,599 

2015.07 4,180  36,954 41,134 

2015.08 8,997  32,032 41,029 

2015.09 6,964  29,751 36,715 

2015.10 4,082  31,233 35,315 

2015.11 4,484  33,290 37,774 

2015.12 4,613  34,056 38,669 

2016.01 5,795  26,066 31,861 

2016.02 7,883  22,277 30,160 

2016.03 5,836  25,134 30,970 

合計 67,716 385,424 453,140 

 

表 6-7 自家消費用太陽光発電設備の設定結果 

出力規模 450kW 

傾斜角 10度 

日射量 3.87kWh/㎡・日 

予想年間発電量 508,518kWh/年 

１日あたりの発電量 1,393kWh/日 

ピークカット用蓄電池の容量 

（2h/日のピークカットを想定） 
120kWh 
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（３）概算事業費の算定と現状の電力単価との比較 

 表 6-3に示す各コストの設定に基づき、処分場施設内電力利用スキームの 20年間の概算

事業費を算定した。結果を表 6-9 に示す。なお、処分場施設内電力利用スキームにあたっ

ては蓄電池の導入と環境省「平成 29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（再生可

能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業）」の活用を考慮し、表 6-8の通り補助金の活用

に関連するコストを設定した。 

 20年間の概算事業費は１億 3,609万円となった。また、電力単価を比較した結果を表 6-10

に示す。現状の電力単価が 15.51 円/kWh であるのに対し、太陽光発電事業の電力単価が

14.03円/kWhと下回る結果となり、現状の電力料金よりも安価となった。 

 

表 6-8 処分場施設内電力利用スキームにおける補助金の活用に関連するコスト設定 

項目 設定結果 

建設コスト 23 万円/kW 

開発コスト 建設コストの 5％ 

蓄電池 

18 万円/kWh 

（資源エネルギー庁「定置用蓄電池の

目標価格設定,H28.9」の産業用蓄電池

2015年度実績より設定） 

環境省平成 29年度二酸化炭素

排出抑制対策事業費等補助金

（再生可能エネルギー電気・熱

自立的普及促進事業） 

43,425,000 円 

（建設コスト、開発コスト、蓄電池 

費用の３分の１を補助） 

 

表 6-9 処分場施設内電力利用スキームの概算事業費算定結果（20年間） 

大項目 小項目 金額 

初期

費用 

建設コスト 103,500,000 円 

蓄電池 21,600,000 円 

開発コスト 5,175,000 円 

補助金 -43,425,000 円 

維持

管理

費 

修繕費 17,388,000 円 

保険料 5,175,000 円 

その

他 

利息（初期費用分） 12,506,400 円 

ＰＣＳ積立 9,000,000 円 

撤去積立 5,175,000 円 

合計 136,094,400 円 

 

表 6-10 現状の電力単価との比較 

項目 値 

現状の年間電力使用量 508,518 kWh/年 

現状の年間電力料金 7,885,111 円 

現状の電力単価 15.51 円/kWh 

太陽光発電事業の電力単価 14.03 円/kWh 
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第７章 事業実施による効果の検討 

 

本章では、CO2削減効果の算定、CO2削減効果以外の効果の整理等の結果を概説する。 

 

7.1 CO2削減効果の算定 

（１）算定方法の検討 

CO2削減効果については、二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金の申請書類のひとつであ

るハード対策事業計算ファイルに従い、環境省「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック

(B.再生可能エネルギー発電用),H29.2」を参考とした。本計算ファイルでは、年間設備利用

率から設備容量当たりの発電量を算出し、設備容量当たりの発電量に CO2 排出係数を掛け

合わせて設備容量当たりの CO2 削減量を算出し、これに設備容量を掛け合わせることで年

間 CO2削減量及び累積 CO2削減量を算出している。 

 

（２）算定に当たっての前提条件の設定 

CO2削減効果の算定に当たっての前提条件を表 7-1に示す。 

表 7-1 CO2削減効果の算定に当たっての前提条件 

事項 設定内容 設定理由 

設備容量 5,685kＷ 第１～３発電所の合計容量 

導入する機器・ 

システムの種類 

太陽光発電 － 

耐用年数 20 年 国家戦略室コスト等検証委員会における

電源別耐用年数（稼動年数）より設定 

設備利用率 15.1％ 経済産業省調達価格等算定委員会第28回

資料より設定 

排出係数 0.000587 t-CO2/kWh 電気事業者別排出係数の代替値（平成 27

年度実績） 

 

（３）CO2削減効果の算定結果 

 年間 CO2削減量及び累積 CO2削減量を算定した結果を表 7-2に示す。 

表 7-2 CO2削減量の算定結果 

年間 CO2削減量 4,414 t-CO2/年 

累積 CO2削減量 88,284 t-CO2 （20 年間） 
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7.2  CO2削減効果以外の効果の整理 

処分場管理者との意見交換を踏まえ、本事業における CO2削減効果以外の期待される社会

的効果等を表 7-3のとおり整理した。 

 

表 7-3 処分場太陽光発電事業により期待される効果 

項目 効果 

収入の増加 太陽発電事業の実施により、年間約 1,800 万円のキャッシュが

得られる（ＭＥＣ主導型スキーム 2,620kW の場合）。これにより

維持管理費用等の負担軽減が期待できる。 

環境学習への利用 太陽光発電所の概要説明パネルと発電状況の表示装置を設置す

ることで、小山最終処分場及び発電施設を訪れた人の環境学習

を支援することが可能となる。また、社会科見学会を開催する

ことで、地元の小・中学生等の環境教育を行うことが可能とな

る。 

地域産業の活性化と 

雇用創出 

施工工事や維持管理業務を県内や市内の地元企業に委託するこ

とで、地元産業の活性化に貢献できる。 

処分場イメージの向上 地域住民は小山最終処分場について、迷惑施設との印象を少な

からず持っていると考えられるが、太陽光発電の導入により地

域住民の処分場等に対するイメージが向上することが期待され

る。また、地域自体のイメージも良くなると期待される。 

地域のエネルギー政策等

への寄与 

四日市市が取り組んでいる「四日市市環境計画」及び三重県が

取り組んでいる「三重県地球温暖化対策実行計画」における再

生可能エネルギーの利用推進に貢献できる。また、地域エネル

ギー自給率の向上に寄与できる。 
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第８章 事業実施に向けた必要手続き 

 

本章では、本事業に関連する法制度、各種法制度の届出･認可等に関する事前協議、地域

住民との合意形成の方法等に関する検討結果を概説する。 

 

8.1 本事業に関連する法制度 

最終処分場等へ太陽光発電設備を設置する際に、届出や許可などの事前協議が必要にな

ると考えられる法令等（不要となる法令等については、その理由）を表 8-1～2に示す。 

最終処分場に係る法令等は、土地の形質変更の内容や規模、最終処分場の状態（廃止前、

廃止後）、廃止前であれば処分場の所有者（市町村、民間）などによって手続きが変わるた

め、各処分場においては、それぞれの状況に応じた手続きを行う必要がある。 

 

表 8-1 処分場に関連する法令等 

法制度名 実施

主体 

概要 処分場

の状態 

処分場等太陽光に関する手続き等 

廃棄物の処

理及び清掃

に関する法

律 

環 境

省 

土地の形質変更を

行う際に必要とな

る。 

廃止前 一般廃棄物最終処分場（ただし、市町村が届出を

行った施設を除く）及び産業廃棄物最終処分場にお

いては、都道府県知事の許可が必要である。 

市町村が届出を行った一般廃棄物最終処分場に

おいては、都道府県知事へ届出が必要である。 

ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更

である時は、この限りではない。 

廃止後 都道府県知事により指定された指定区域内での

土地の形質を変更しようとする者は、都道府県知事

へ事前の届出を行う必要がある。 

ただし、この限りでない行為もある。  

なお、環境省令で定める措置が行われた不法投棄

地は、指定区域に含まれる。 

最終処分場

跡地形質変

更に係る施

行ガイドラ

イン 

環 境

省 

指定区域に おけ

る土地 の形質変

更 を行う際に役

立つ。 

廃止後 指定区域の指定範囲と指定方法、届出事項及び届

出が不要な場合の考え方、施行基準の具体的な内容

について、都道府県知事等や事業者が法の適正な執

行に資するための内容が整理されている。 
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法制度名 実施

主体 

概要 処分場

の状態 

処分場等太陽光に関する手続き等 

跡地利用 

計画に関す

る条例等 

地 方

公 

共 団

体 

最終処分場の跡地

利用を行う際に係

る。 

廃 止

前・廃止

後 

 

最終処分場の跡地利用を行う際には、その地域の

福祉向上、地域の活性化及び発展など、地域への還

元について検討を行うことが、持続的に最終処分場

の立地を推進するためにも重要である。  

そのため、地方公共団体は、条例などにより、跡

地利用計画を作成している。また、その計画を基に

跡地利用の事業者等に対し、開発工事を開始する前

に、周辺住民説明会などにより、その計画の概要を

周知し、住民の理解・協力を得ることを求めている。  

なお、民間の最終処分場については、地方公共団

体が条例などを基に指導要綱などを作成し、跡地利

用の指導を行っている場合もあることに注意する

必要がある。 

 

表 8-2 太陽光に関連する法令等 

法制度名 実施主体 概要 摘要 処分場等太陽光に関する手続き等 

電気事業

法 

経済産業

省 

電気工作物

の設置およ

び利用する

際に必要と

なる。 

廃止前

廃止後 

廃止後 

太陽光発電設備（50kW 未満を除く）は、

「自家用電気工作物」と定義されているた

め、保安規定を定め、電気主任技術者を選

任し、経済産業大臣に届出を行う必要があ

る。 

電気事業

者による

再生可能

エネルギ

ー電気の

調達に関

する特別

措置法 

経済産業

省 

電力事業者

に再生可能

エネルギー

を固定価格

で売電する

際に必要と

なる。 

廃止前

廃止後 

 

一般的な太陽光発電施設と同様に、経済

産業大臣へ設備認定の申請を、電気事業者

へ特定契約・接続契約の申し込みを行う必

要がある。 

 

 

なお、上記以外にも、場合によっては、所定の手続きが必要となる最終処分場もある。 
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8.2 各種法制度の届出･認可等に関する事前協議 

本調査において事前協議を実施すべきと判断した関連法制度等について、ＭＥＣと協議

した結果、該当する項目は特になかった。 

 

 

8.3 地域住民との合意形成の方法の検討 

地域住民に対しては設置検討時と工事前において、以下を目的とした説明を行うことが

重要と考えられる。 

○設置検討時：太陽光発電設備の事業を行うことについて同意を得ること。 
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第９章 今後の課題と将来展望 

 

本章では、MEC FS 調査の達成状況をとりまとめ、小山最終処分場で太陽光発電事業を実

施するための今後の課題等について概説する。 

 

（１）事業の意義･目標等に対する達成状況 

○処分場太陽光発電事業による地域貢献 

 災害対応型事業スキームにおいて、通常時には FIT を活用して売電し、災害時には処分

場敷地内に併設する「いこいの広場（防災拠点）」へ可動式蓄電池より電力を供給する事業

スキームを検討した結果、事業採算性は良好な値を示した。本スキームは、災害時におけ

る具体的な電力供給地点を定め、防災拠点としての機能を向上させることで地域貢献を実

現するものであり、処分場と地域の共生を考える際のひとつのモデルとして他の処分場太

陽光発電事業にも展開が可能である。 

 

○ＭＥＣが発電事業者となるビジネスモデルの構築 

 ＭＥＣが発電事業者となる事業スキームを計４パターン検討した。内、３パターンにお

いて事業採算性は良好な値を示し、民間の処分場管理者が発電事業者となるビジネスモデ

ルの実現可能性が高いことが示された。 

 

 

（２）小山最終処分場太陽光発電事業の今後の課題と将来展望 

①仮置土の撤去を考慮した事業計画の策定 

 小山最終処分場の一部には新設処分場建設時に発生した山土が仮置きされており、全て

利用されるのに最短で２年を見込んでいる。太陽光発電事業を早期に実施する場合には、

場合によっては仮置土の移設措置を検討する必要がある。 

 

②事業に係る資金調達 

本調査結果では、規模によって初期投資が約 1.6～13 億円必要であることがわかった。

事業を実施する場合にはＭＥＣとしての資金確保のほか、地元金融機関等の調達候補先と

の調整を進めていく必要がある。 

 

③余剰スペースが発生した場合の活用検討 

 ＭＥＣが実施する設備容量の規模によっては（650kW や 2,620kW で実施する場合には）処

分場に余剰スペースが発生する。本余剰スペースにおいて、ＭＥＣが実施する太陽光発電

事業とは別に賃貸借契約による民間事業者が主体となった事業を行うことも可能である。
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2016年 11月時点では近隣連系ポイントにおける系統連系の空き容量（4,500kW分）が確認

されていることから、余剰スペースを活用したさらなる太陽光発電の拡大も視野に入れて

いくことが望ましい。 

 

 

 

以上 
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添付資料 事業計画書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業スキーム・事業性評価結果等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業計画の概要（案）】 

 

 

 

＜事業計画の全体概要＞ 

項目 概要 

事業実施エリア 小山最終処分場（右図） 

発電所全体の 

設備容量 

第１発電所：1,280kW 

第２発電所：2,620kW 

第３発電所：1,785kW 

年間発電量 

（予測） 
6,906,099 kWh/年（第１～３発電所合計） 

概算事業費 

（第２発電所の

場合） 

建設費：4億 9770 万円 

系統連系負担金・開発コスト：6024 万円 

運転管理費：418 万円/年 

保険料：124 万円/年 

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ交換積立：398 万円/年 

（事業開始後 1年目～10年目） 

施設撤去費用：248 万円/年 

（事業開始後 11年目～20年目） 
 

※中部電力への事前相談により、 

高圧連系 4,500kWの空き容量を 

確認済みである。（H28.11 時点） 

 
 

【背景・処分場の特徴】 

○小山最終処分場は 1988 年に埋立を開始した管理型の産業廃棄物最終処

分場であり、2010 年４月に埋立が完了した。三重県四日市に位置して

おり、日射条件が良い。 

○処分場は概ね安定化しており沈下は少ない。また、浸出水の水質にも問

題は生じていない。 

○処分場の一部には新設処分場建設時に発生した残土を埋立期間中の覆

土材として仮り置きしている状態である。本仮置土は中間覆土や土堰堤

等に転用しており、全て利用されるのに約２年を見込んでいる。 
 

【基本コンセプト】 
○敷地内ではこれまでに、“防災公園の設置運営”や“ホタル生息場の復

元”等、地域貢献に力を入れて取り組んできている。処分場太陽光発電

事業は一部を非常用電源や緊急時の電力供給に用いることで地域貢献

策のひとつとなる。今後、処分場と地域の共生を考える際のひとつのモ

デルとなることを目指す。 

○三重県環境保全事業団が事業実施者となるビジネスモデルを目指す。 

＜事業団主導型事業スキーム＞ 

2017.3.31 Ver.1.0 

 

事業計画地写真 
概略設計図 

 

○概要 

三重県環境保全事

業団が事業主体とな

り、資金調達や事業計

画等を行い、FITを活

用して売電により収

入を得る事業スキー

ム。 

 

＜災害対応型事業スキーム＞ 

○事業性評価等 

仮置土の撤去を考慮し、650～5,684kWの規模別に事業採算

性を算出した結果、設備容量 2,620kWの場合に最も良く、

PIRR=6.90％、EIRR=8.26％となった。 

○概要 

三重県環境保全事

業団が事業主体とな

り、通常時には FIT を

活用して売電を行う。

災害時には処分場敷

地内に併設する「いこ

いの広場（防災拠点）」

へ可動式蓄電池より

電気を供給する事業

スキーム。 

○事業性評価等 

○想定機器 

・可動式蓄電池「パワー

イレ・スリー」。蓄電

池容量 2.5kWh×２台

を非常時に備えて設

置。 

・自立運転型コンセント

付パワコンを設置。 
出典：エリーパワー㈱HP 

設備容量 系統接続 PIRR EIRR

2,620kW
（第２発電所）

高圧 6.80% 8.08%

設備容量 系統接続 PIRR EIRR

650ｋW
（最小設置規模）

高圧 4.27% 3.65%

2,620kW
（第２発電所）

高圧 6.90% 8.26%

5,684kW
（第１～３発電所）

特高 5.89% 6.91%

※売電単価 21 円/kWh として試算 

※売電単価 21 円/kWh として試算 


